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平成14年度の取組実績（概要）

(1) 実施市町村数

平成14年度に交付金を交付した市町村数は1,946市町村で、対象農用地を有する

2,101市町村の93％。

交付市町村数

（ ）平成12年度 平成13年度 平成14年度 H13→H14増減 率

※３交付市町村数(①) 1,686 1,913 1,946 33増（２％増）

※１ ※１ ※１ ※２対象市町村数(②) 2,158 2,122 2,101 21減（１％減）

(①／②) 78％ 90％ 93％ ３％増

※１ 当該年度に交付対象となる農用地を有する市町村として、都道府県から報告のあった市町村

数。

※２ 平成14年度の対象市町村数が21市町村減少したのは、特認地域(都道府県知事が指定する条件

不利地域)の追加により11市町村が増加した一方で、対象農用地を有しないことが判明したため

25市町村減少、市町村合併のため７町村減少したことによる。

、 、※３ 平成14年度の交付市町村数が33市町村増加したのは 平成14年度に36市町村増加した一方で

市町村合併のため３町村減少したことによる。

交付市町村数等の推移
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(2) 協定数

協定数は、1,309協定(４％)増加し、33,376協定。

このうち、集落協定は32,747協定(協定全体の98％)、個別協定は629協定(協定

全体の2％)で、それぞれ前年度に比べ4％の増。

締結された協定数

（ ）平成12年度 平成13年度 平成14年度 H13→H14増減 率

集 落 協 定 25,621 31,462 32,747 1,285増（４％増）

個 別 協 定 498 605 629 24増（４％増）

合 計 26,119 32,067 33,376 1,309増（４％増）

(3) 協定締結面積

① 協定締結面積は、2万3千ha(4％)増加し、65万5千ha。

② 協定締結率は83％。また、増加分のうち77％が平成12年度から実施している

市町村での増加分(1万8千ha)。

交付面積

平成12年度 平成13年度 平成14年度 H13→H14増減（率）

交 付 面 積(①) 54万1千ha 63万2千ha 65万5千ha 2万3千ha増(3.6%増)

対 象 面 積(②) 79万8千ha 78万2千ha 78万4千ha 2千ha増(0.3%増)

協定締結率(①/②) 68％ 81％ 83％ ２％増

※ 対象面積は当該年度において市町村基本方針に定められている対象農用地として、都道府

県から報告のあった面積。
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③ 地目別には、田が1万6千ha(6％)増加、畑が3千ha(5％)増加したものの、北海

道が大宗を占める草地に比べ、協定締結率は低く、特に畑の緩傾斜においては

58％。

地目別・交付基準別協定締結面積・協定締結率 （単位：千ha）

増 減平成13年度 平成14年度

面 積協定締結面積 協定締結面積協定締結率 協定締結率

田 256( 41%) 77.0％ 272( 42%) 80.7％ 16

急傾斜 152 77.3％ 158 80.3％ 6

緩傾斜 102 77.0％ 113 81.6％ 11

全 畑 69( 11%) 59.4％ 72( 11%) 63.5％ 3

急傾斜 48 63.5％ 50 66.1％ 2

緩傾斜 17 53.8％ 18 58.4％ 2

草地 293( 46%) 93.1％ 295( 45%) 93.5％ 2

急傾斜 2 78.8％ 2 82.7％ 0

国 緩傾斜 9 87.4％ 11 89.7％ 2

草地比率 281 93.8％ 281 93.8％ 0

採草放牧地 15( 2%) 75.6％ 16( 2%) 86.2％ 1

急傾斜 10 86.3％ 11 91.5％ 1

緩傾斜 4 80.9％ 5 75.5％ 0

計 632(100%) 80.8％ 655(100%) 83.4％ 23

田 25( 8%) 91.8％ 29( 9%) 95.8％ 4
急傾斜 5 96.6％ 5 97.0％ 0
緩傾斜 20 90.6％ 24 95.6％ 4北

畑 4( 1%) 89.6％ 4( 1%) 95.2％ 0
急傾斜 0 87.6％ 0 85.4％ 0
緩傾斜 4 90.1％ 4 96.2％ 0

草地 289( 91%) 93.8％ 291( 90%) 93.8％ 2海
急傾斜 1 89.0％ 1 90.8％ 0
緩傾斜 7 93.9％ 9 96.4％ 2
草地比率 281 93.8％ 281 93.8％ 0

採草放牧地 0( 0%) 67.6％ 0( 0%) 95.0％ 0道
急傾斜 0 97.6％ 0 97.6％ 0
緩傾斜 0 37.3％ 0 88.7％ 0
小 計 318(100%) 93.5％ 324(100%) 94.0％ 6

田 231( 74%) 75.7％ 243( 73%) 79.2％ 12
急傾斜 148 76.8％ 153 79.9％ 6
緩傾斜 82 74.2％ 89 78.6％ 7都

畑 65( 21%) 58.2％ 68( 21%) 62.2％ 3
急傾斜 48 63.5％ 50 66.1％ 2
緩傾斜 13 48.4％ 14 52.8％ 1

草地 4( 1%) 59.1％ 4( 1%) 74.9％ 0府
急傾斜 1 74.3％ 1 79.0％ 0
緩傾斜 2 73.2％ 3 73.4％ 0

採草放牧地 15( 5%) 75.6％ 16( 5%) 86.1％ 1
急傾斜 10 86.2％ 11 91.5％ 1県
緩傾斜 4 81.3％ 5 75.4％ 0
小 計 314(100%) 71.0％ 331(100%) 75.2％ 17

（注）１．四捨五入の関係で、計とその内訳の合計が一致しない場合がある。

２．急傾斜、緩傾斜以外にも交付基準があるため、計は合わない。
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(4) 交付総額

交付総額は、24億1千万円(5％)増加し、538億3千万円。

(5) 集落協定の活動内容

① 集落協定のほぼ全協定に位置付けられている「水路や農道の管理」以外の主

な活動内容を見ると 「農地の法面点検」８２％ 「耕作放棄されそうな農用地、 、

の賃借権設定・農作業委託」６３％ 「周辺林地の下草刈り」５９％ 「農作業、 、

の受委託推進」５２％などとなっている。

集落協定に位置付けられている主な活動内容
全集落協定に占める割合協 定 数

H13年度 H14年度 H13年度 H14年度
２５，５２５ ２６，７８６ ８１.１％ ８１.８％農地の法面点検
１９，７６７ ２０，５９３ ６２.８％ ６２.９％耕作放棄されそうな農用地の賃借権設定・農作業委託

１８，４２６ １９，２８８ ５８.６％ ５８.９％周辺林地の下草刈り
１６，５４９ １７，１４６ ５２.６％ ５２.４％農作業の受委託推進
１３，６０６ １４，１２０ ４３.２％ ４３.１％オペレーターの育成・確保
１２，０３３ １２，３６０ ３８.２％ ３７.７％景観作物の作付け
９，４８４ １０，１８６ ３０.１％ ３１.１％機械・施設の共同購入・利用
９，６２０ ９，９３７ ３０.６％ ３０.３％認定農業者の育成
９，３０３ ９，９２０ ２９.６％ ３０.３％農作業の共同化
８，７７１ ９，１６０ ２７.９％ ２８.０％担い手への利用権設定による農地の面的集積
８，４１６ ８，８０２ ２６.７％ ２６.９％鳥獣被害防止対策
７，１６６ ７，４７０ ２２.８％ ２２.８％堆きゅう肥の施肥・緑肥作物の作付け
５，６７４ ６，０２１ １８.０％ １８.４％新規就農者の参入

② 共同取組活動への交付金の配分割合は、40％以上60％未満が75％と最も多い

が、全て共同取組活動に配分している協定（９％）や全て個人に配分している

協定（２％）について、若干ではあるが平成13年度より増加している。

共同取組活動への配分割合別協定数

０% 1％以上 20%以上 40%以上 60%以上 80%以上 100%

20%未満 40%未満 60%未満 80%未満 100%未満

全国 2.1% 3.3% 5.0% 75.1% 4.5% 1.1% 8.9%
(1.8%) (3.1%) (4.8%) (76.5%) (4.4%) (0.9%) (8.4%)

北海道 0.0% 0.0% 0.0% 75.7% 9.6% 4.2% 10.5%
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (77.6%) (7.2%) (2.6%) (12.5%)

都府県 2.1% 3.4% 5.0% 75.1% 4.4% 1.1% 8.9%
(1.9%) (3.1%) (4.9%) (76.5%) (4.3%) (0.9%) (8.3%)

（注）下段（ ）書きは平成13年度の数値である。
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（参考１）

平成14年度中山間地域等直接支払制度の取組状況

102 612 20,152 323,693 7,714 102 612 323,693 7,714

青森県 48 657 16,430 10,996 1,027 10 18 352 10.0 49 675 11,348 1,036

岩手県 56 1,335 24,778 17,237 3,005 21 109 1,083 70.2 56 1,444 18,319 3,075

宮城県 23 312 4,296 2,499 383 6 16 118 4.9 23 328 2,618 388

秋田県 51 809 13,154 10,002 1,117 13 39 152 15.9 51 848 10,154 1,133

山形県 40 760 13,600 8,637 1,338 13 31 181 17.6 40 791 8,817 1,355

福島県 70 1,610 27,571 14,292 1,900 13 43 186 13.2 70 1,653 14,478 1,913

計 288 5,483 99,829 63,663 8,768 76 256 2,072 131.8 289 5,739 65,734 8,900

茨城県 17 170 2,598 702 74 2 2 67 1.1 17 172 769 75

栃木県 11 236 3,671 1,812 216 3 4 114 6.8 14 240 1,925 223

群馬県 34 262 6,321 1,621 206 6 8 120 4.6 34 270 1,740 211

埼玉県 16 56 939 218 21 1 2 4 0.2 16 58 223 21

千葉県 15 158 2,814 1,011 160 1 2 1 0.1 15 160 1,012 160

東京都 2 8 70 39 3 2 8 39 3

神奈川県 4 32 764 213 17 4 32 213 17

山梨県 50 429 15,777 4,380 531 3 9 22 2.2 51 438 4,402 533

長野県 113 1,604 31,850 9,860 1,890 18 26 477 7.8 113 1,630 10,337 1,898

静岡県 35 632 12,351 4,785 519 3 5 8 0.9 36 637 4,793 520

計 297 3,587 77,155 24,640 3,637 37 58 812 23.7 302 3,645 25,452 3,660

新潟県 71 1,163 27,512 16,647 3,120 7 7 43 8.4 71 1,170 16,690 3,128

富山県 26 352 7,938 4,441 746 26 352 4,441 746

石川県 29 508 9,760 3,628 600 3 4 10 1.1 29 512 3,638 601

福井県 31 325 6,932 2,236 399 1 1 2 0.4 31 326 2,237 399

計 157 2,348 52,142 26,952 4,865 11 12 54 9.9 157 2,360 27,006 4,875

岐阜県 68 1,055 23,048 7,817 1,092 10 14 76 11.9 68 1,069 7,893 1,104

愛知県 19 297 5,076 1,557 201 4 5 13 1.5 19 302 1,570 203

三重県 35 222 3,781 1,270 230 35 222 1,270 230

計 122 1,574 31,905 10,643 1,522 14 19 89 13.4 122 1,593 10,732 1,536

滋賀県 17 96 3,083 1,201 209 17 96 1,201 209

京都府 32 471 12,273 4,254 617 2 3 7 1.3 32 474 4,261 618

大阪府 3 11 210 69 14 3 11 69 14

兵庫県 49 606 12,286 4,445 871 1 1 1 0.3 50 607 4,447 871

奈良県 21 440 6,748 3,289 448 3 4 4 0.5 21 444 3,294 448

和歌山県 40 971 20,151 12,182 1,496 4 4 9 1.1 41 975 12,190 1,497

計 162 2,595 54,751 25,440 3,655 10 12 22 3.2 164 2,607 25,461 3,658

鳥取県 34 727 14,468 6,879 1,108 7 11 68 7.1 34 738 6,946 1,115

島根県 53 1,589 25,629 13,433 2,044 19 51 557 24.9 54 1,640 13,990 2,069

岡山県 60 1,630 24,320 10,953 1,794 5 15 67 5.4 60 1,645 11,020 1,800

広島県 64 1,428 29,708 17,109 2,626 24 57 239 34.6 64 1,485 17,349 2,661

山口県 46 1,073 19,453 12,822 1,680 8 16 128 8.8 46 1,089 12,950 1,689

徳島県 37 678 10,251 4,528 588 6 12 19 2.4 38 690 4,547 590

香川県 24 515 7,928 3,162 511 2 2 3 0.5 24 517 3,165 511

愛媛県 59 1,350 29,210 17,515 2,236 10 14 86 2.6 59 1,364 17,601 2,239

高知県 47 760 11,195 5,341 815 6 7 37 1.6 47 767 5,379 816

計 424 9,750 172,162 91,742 13,403 87 185 1,204 87.8 426 9,935 92,946 13,490

福岡県 53 869 13,874 6,853 967 5 14 16 2.2 53 883 6,869 970

佐賀県 35 646 15,233 8,472 1,339 1 2 4 0.5 35 648 8,476 1,339

長崎県 61 988 15,586 6,567 1,246 9 13 81 3.3 62 1,001 6,649 1,249

熊本県 68 1,648 33,325 31,185 2,365 8 21 128 6.4 68 1,669 31,314 2,371

大分県 49 1,166 22,215 13,423 2,305 6 24 52 9.2 49 1,190 13,475 2,314

宮崎県 32 475 10,445 5,223 695 2 2 2 0.2 32 477 5,225 695

鹿児島県 75 991 26,985 8,161 920 8 9 81 3.1 75 1,000 8,241 923

計 373 6,783 137,663 79,884 9,837 39 85 364 24.9 374 6,868 80,248 9,862

9 15 1,122 3,363 130 2 2 161 5.6 10 17 3,524 135

1,832 32,135 626,729 326,326 45,816 276 629 4,778 300.2 1,844 32,764 331,104 46,116

1,934 32,747 646,881 650,019 53,530 276 629 4,778 300.2 1,946 33,376 654,797 53,830

注：四捨五入の関係で、計とその内訳の合計が一致しない場合がある。
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（ ）参考２

集落協定による多様な活動の事例

農用地等の維持・管理に特徴のある事例

○高齢者の「助け合い」精神による集落活動の展開（埼玉県児玉郡神 泉 村 住居野）
こだまぐんかみいずみむら す ま い の

住民のほとんどが65才以上という高齢農業者が集落協定を締結し、20ａの荒廃桑園

の抜根を行い、サヤインゲンやサヤエンドウを栽培するとともに、パンジーや日日草

等の新たな花き栽培にも挑戦している。

○農道舗装による生産性の向上（宮崎県西臼杵郡高千穂町 下野西）
にしうすきぐんたかちほちょう しものにし

交付金を活用した農道整備により、農業生産性の向上と農地保全の意識が高まり、

16名の認定農業者の確保、５haの農作業受委託が促進された。

多面的機能を増進する活動に特徴のある事例

○「ミズバショウ」による集落景観の形成（栃木県那須郡黒羽町 滝沢）
な す ぐ ん くろばねまち たきざわ

転作作物として「ミズバショウ」を作付け（0.4ha 、ほ場内の除草やゴミ取り、株）

分け移植等、地域ぐるみで取り組み、集落の景観形成に努めている。なお、ほ場は常

時一般に開放している。

○農村景観の形成等による世代間交流の取組（富山県婦負郡八尾町 河西）
ね い ぐ ん やつおまち かわにし

共同取組活動として、耕作放棄地等1.5haにコスモス、ヒマワリ等の景観作物を作

付けるとともに、0.2haの水田にビオトープを整備し、ホタルやトンボを育て、子供

達の環境教育にも役立てている。

生産性・収益の向上に特徴のある事例

○集落営農による共同機械購入・共同防除（岡山県真庭郡湯原町 牧）
まにわぐんゆばらちょう まき

「耕作放棄地を出さない 「集落内農地はみんなで守る」を合い言葉に、集落協定」、

を締結。交付金を活用して、機械の共同購入・共同作業の徹底を図ることにより、コ

、 。ストの低減等 高齢農業者にとっても安心して営農ができる集落営農を実現している

○消費者を見据えたミカンの有利販売（愛媛県東宇和郡明 浜 町 宮野浦）
ひがしうわぐんあけはまちょう みやのうら

交付金を活用して、ミカンの販売について市場関係者と語る会を開催し、量的にも

、 、 、消費者が買いやすく 食べやすい３キロ箱の箱詰めに取り組むこととなり その結果

３キロ箱出荷の農家の収入は一般農家の２倍にもなった。

担い手の定着に特徴のある事例

（ ）○若手を中心にパソコン導入による農業経営の合理化 青森県南津軽郡平賀町 広船
みなみつがるぐんひらかまち ひろふね

、 、若手からの要望で 交付金を活用して経理を一括管理するためのパソコンを購入し

研修会を開催した。若手を中心に経営の記帳や青色申告の作成等に取り組んでおり、

農業経営の合理化に大きく役立っている。
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○将来の担い手の育成・確保を目指した施設整備（北海道足寄郡足 寄 町 白糸第３）
あしょろぐんあしょろちょう しらいと

新規就農を目指す若い農業体験生が多く訪れるようになったことから、円滑な受入

に資するため、交付金を活用して、研修・宿泊のための施設を設置し、平成14年度に

は５名の体験生を受け入れた。

農業生産活動の継続に向けた体制の整備に特徴のある事例

○直接支払制度を契機とした集落営農の展開（新潟県中頸城郡清里村 北野）
なかくびきぐんきよさとむら きたの

集落協定の締結を契機に、非農家を含めた集落全員参加の生産組織を設立（オペレ

ーター11名確保）し、交付金を活用して導入した田植機・コンバインを利用して、集

落の水田11haのうち、田植え（10ha 、稲刈り（７ha）について農作業受託を実施し）

ている。

○営農組合を設立し、大豆生産の団地化の推進（大分県宇佐郡安心院町 松本）
う さ ぐ ん あ じ む ま ち まつもと

営農組合を設立し、団地化による転作大豆の生産（刈取り作業24ha等）に取組む

とともに交付金を活用して共同利用コンバインの購入や格納庫を整備している。また、

高齢農家の農地管理を実施している。

耕作放棄地を有効に活用している事例

○耕作放棄地を復旧して観光果樹園等に有効活用（福島県田村郡三春町 過足）
たむらぐんみはるまち よぎあし

集落協定の締結を通じ、協定農用地の７％に当たる5.2haの耕作放棄地を平成14年

、 。度までに4.8ha復旧し ブルーベリーの観光農園の開設に向けた取組が行われている

○棚田保全ボランティア等による耕作放棄地の解消（兵庫県城崎郡日高町 八代）
きのさきぐんひだかちょう やしろ

集落協定の締結を契機に「中山間を守る会」を設立し、棚田保全ボランティアと一

体となり、耕作放棄地の復旧（計画5.8haのうち3.8haを復旧済み）やそば、小豆等の

栽培を通じた管理活動を実施（年10回程度）している。

「連携 ・ 交流」をキーワードとした事例」「

○環境保全・特産品開発のため集落各団体が連携（滋賀県伊香郡西浅井町八田部）
い か ぐ ん にしあざいちょう は た べ

集落内の全農家が参加するとともに、非農家等も構成員となっている虎の尾桜保存

会、ホタルを守る会、小菊組合、ピクルス山辺工房等の集落内の各団体が連携し、景

観形成や漬け物等の特産品の開発に一丸となって取組んでいる。

○酒米栽培による酒造会社や消費者との交流（鳥取県東伯郡関 金 町 野添）
とうはくぐんせきがねちょう のぞえ

水稲生産組合が中心となり、酒米栽培による集団転作を行うとともに、酒造会社と

連携し、試飲会（東京、大阪）等を通じた消費者との交流を図り良質な酒米づくりに

取り組んでいる。

、 （ ）このほか 農林水産省ホームページ ｱﾄﾞﾚｽ：http://www.maff.go.jp/

において、全国各地における取組事例を紹介。
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（参考３）

中山間地域等直接支払制度の概要

１ 趣 旨
河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、農業生産活動等を通じ国土

の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮している中山間地域等で
、 、 、は 高齢化が進行する中 平地地域と比べ農業の生産条件が不利な地域があることから
担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている。
このため、担い手の育成等による農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等にお
ける耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保する観点から、直接支払いを実施する。

２ 事業内容
（１）対象地域及び対象農用地

①の地域振興立法等の指定地域のうち、②の要件に該当する農用地区域内に存する
１ｈａ以上の一団の農用地
① 対象地域

特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興開発特
別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地
域及び都道府県知事が指定する地域

② 対象農用地
ア 急傾斜農用地（田１／２０以上、畑、草地及び採草放牧地１５度以上）
イ 自然条件により小区画・不整形な田（大多数が３０ａ未満で平均２０ａ以下）
ウ 草地比率の高い（７０％以上）地域の草地
エ 市町村長が必要と認めた農用地（緩傾斜農用地（田１／１００以上１／２０未
満、畑、草地及び採草放牧地８度以上１５度未満 、高齢化率・耕作放棄率の高）
い農地）

オ 都道府県知事が定める基準に該当する農用地
（２）対象行為

集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して行われる農業生産活動等
（３）対象者

集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者
等（第３セクター、生産組織等を含む ）。

（４）交付単価
地 目 区 分 １０ａ当たり単価

１／２０以上 ２１，０００円
田

１／１００以上１／２０未満 ８，０００円
１５度以上 １１，５００円

畑
８度以上１５度未満 ３，５００円
１５度以上 １０，５００円

草 地 ８度以上１５度未満 ３，０００円
草地率（７０％以上） １，５００円
１５度以上 １，０００円

採草放牧地
８度以上１５度未満 ３００円

（注）新規就農の場合や担い手が条件不利な農地を引き受けて規模拡大する場
合は田で１，５００円、畑・草地で５００円上乗せする。

３ 事業実施主体等
（１）事業実施期間：平成１２年度～平成１６年度
（２）事業実施主体：２の（１）の①の対象地域内に②の対象農用地を有する市町村
（３）補 助 率：定額


